
社会的世界と事物

桜 井 洋

我々が日常的生活において出会う主体や物や出来事-それらをここで事物と総称するなら，それらは
我右にとって全く自明なものとして妥当している。しかし注意して見れば，我々は「事物そのもの」を見
ているのではなく，構成された事物を見ていることに気付く。我々に見える事物の根拠は，それゆえ’む
しろ我々の構成作用にあるわけである。従ってその構成作用の規則を求めることによって，何故ある事物
はこのようにしか見えないのか，ということを解明しうると考えられる。本稿ではパースペクティヴの三
つの類型を用意し，その回路を通して主観的世界に与えられる事物の基本的構造を考察する。

ここに岨事物の社会学”の根拠がある。つま
り橋爪〔１９７８〕の言うように，事物の与えられ
方の解明は，一つの社会学的課題なのである。
社会学では既にく社会的資源＞の分類がある。
それは確かにある種の分析にとっては有用では
あるが，それで十分とは言えない。例えば通時
的・共時的に異なる様々な社会は，同じ収物的
資源”を持つ訳ではない。
既に述べたように，事物の与えられ方の根拠
をなすのは，構成の回路としてのパースペクテ
ィヴである。それは身体が社会的世界のどこに
位置するかということによって，変異する。し
かし本稿ではそうした細かい点には立入れない。
そこで最も主要な分類のみを考える。従って本
論で述べる事物の構造も，純粋に理念型的なも
のである。
注目すべき区別は，二つある。一つは，事物
の具体性に注目するか，それを捨象するか，と
いう点であり，他方は事物の見方を変更しうる
か否か，ということである。これによって，パ
ースペクティヴの三つの類型を設定する（２節），

そしてそれ以降の節では，各々のパースペクテ
ィヴにおける事物の与えられ方の特性一その

１．はじめに

様々な現象（知覚像等）は，意味を付与され
● ●

ることによってある事物の現れとして理解され
る。このプロセスは，構成konstitutionと言
われる。構成作用の回路付けを与えるのが，パ
ースペクティヴである。パースペスティヴを備

え，構成作用の行われる場が，身体である。身
体はつねに社会的世界に属し，その局所的な位
置を占めている。それに対して主観的世界とは，
そうした身体において構成される世界である。
身体が常日頃理解している事物は，主観的世
界において与えられるものである。主観的世界

⑥ ● ● ● ●

はつねにいずれかの身体にとっての世界として
しかあり得ないのだから，事物もまたつねに誰

● ● ● ● ●

かにとっての事物である他はない。
ところで身体は社会的世界の局所的存在者な

のだから，事物は結局，特定のく世界一内一存
在者＞にとっての事物，という規定を受け取る
のである。それゆえ，事物の持つ意味的構造は
ランダムなものではなく，つねに社会的に与え
られることになる。例えば近代社会の住人は，

● ●

身体をどう見ても個人としか見えないのである。
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意味的構造が述べられる。 それゆえ社会的世界内在的な位置のみが更に
分類しうるものとなる（①，③）。こうして，
論理的に可能な三つの類型がありうることにな
る。次にその各々において与えられる事物の構
造を分析しよう。

2．パースペクティヴの基本構捨

先ずはじめに，パースペクティヴー身体が
事物を構成する仕方一の基本的な類型につい
て考察しよう。既に述べたところからすれば，
その基本的な構造は世界と身体の関係によって，
与えられる。その関係は，論理的には次の三つ
であり得る。
第一に，身体が社会的世界に内在するものと
みなされるか，それともそれに内在せずそれを
超越した位置にあると（彼によって）みなされ
ているか，という軸で考えると，全ての関係は
そのいずれかになる。

● ●

次に，身体の位置が固定したものとみなされ
ているか否か，という軸で更に分類し得る。す
ると表１のような三つの類型が得られる。

3．求心的パースペクティヴ

まずはじめに表１における①の場合，すなわ
ち身体が社会的世界に内在し，しかもその位置
が固定されている場合をとりあげよう。その場
合には主観的に与えられる世界における事物は
どのような性質を付与されるであろうか。
第一に身体が社会的世界に内在するとは，つ
ねに具体的な主体として世界を構成することで
ある。ここで具体的とは，あるものが外部地平
を伴うものとして構成されることを，意味して
いる。つまり何らかの関係においてあるものと
して，その項として，構成されるのである。例
えば具体的なこの土地は，周囲の土地，農具，
技術，コミュニティ，その伝来などとの関係に
おいて，図として浮かびあがるものである。具
体的な主体とは，従って，つねにそうした特定
の関係を地としているような，主体である。
具体的なものとして構成された身体にとって
は，世界もまたつねに具体的なものとして与え
られる。それゆえ彼にとっての世界における事
物はつねに外部地平を地としており，彼はその
地平の解明によってその事物のおかれている特
定の意味連関(meaningcontext)を見出す
のである。
第二に，位置が固定されているというのは，
当然自ら選んだ結果そうなのではない。もしそ
うだとすると，逆に位置変更も可能となる。そ
れゆえ位置の固定性とは何らかの超越者によっ
てア・プリオリなものとして与えられているこ

表１

但し，身体が世界を超越するものとみなされて
いる場合には，彼の占めうる位置は唯一つしか
あり得ない。というのも，世界を超越する位置
が複数あり得るとすればそれは各々の位置相互
に差異を認めることに他ならないが，それは世

界の外に更に世界を設定することである。とこ
ろが世界を超越するとはいかなる世界にも内在
せず，その位置をもたないことであるから，矛
盾する。従って超越的な位置とは唯一つしかな
く，それは固定されているということと事実上
等しい。
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であり，その多くは死と再生の儀礼からなる
[Eliadel９５８=１９７１]。それは以前の奴自（３）
己”の死滅と，別の奴自己”の生成である。
従って，そうした具体的な意味は「人間」
「個人」などのような超越的な意味に還元され（４）
ることもないのである。
次に，このパースペクティヴの下においても

事物にはいくつかの意味が付与される（同時に
父であり農民であり村民であるように）が，そ
れらの意味相互を厳密に隔離するメカニズム
（後述する超越的実体のようなもの）を欠いて
いるために，それらは互いに重なり合い，干渉
し合う。このことは，公私の厳密な区別がない
ことにつながる。ある意味領域ないし社会空借１
における事物像に，他の領域における事物像が
重ね合わせて了解されてしまうのである。従っ
て集合体もまた，近代社会における法人のよう
に，成員から厳密に区別されたものとはならな
‘富また共同体における土地も,それ自体で一
つの単位をなすと同時に，共同体の土地全体の

（６）一部なのである。

既に触れたように，複数の身体は世界にお(:卜
る位置の相違のために，異なる主観的世界をつ
くり出す。領主にとっての世界と，農民にと-’
ての世界は同じではない。それゆえ，こうした
主観的世界においては，後述するような客観性
・形式性というものは生じない。

更に，主観的世界が具体的なものとして構或
されるということは，それが有限なコスモスを
なすということである。共同体は境界によって
そのく内部＞とく外部＞を峻別された空間であ
毅共同体における時間は,無限に広がるよう
な均質なものではなく，構造化された時間であ
り，はじめと終りをもつような，具体的な出来（８）
事の系列＝祖型的時間である。
それゆえこのような世界においては，＜無

とを，意味する。従ってそれはその超越者によ
ってのみ価値付けられ，正当化されうる。
このような類型を，求心的パースペクティヴ
と呼ぶ。いわゆる前近代社会の大半は，こうし
たパースペクティヴによって構成される社会で
ある。
既に述べたように，このパースペクティヴに
おいては事物はつねに具体的なものとして構成
されるのであるが，その具体的な意味がどのよ
うなものであるかということは，世界における
身体の位置に依存する。それゆえ，主観的世界
はつねに特定の位置から見られたものとしてし
か与えられない。従って，同一の知覚対象でも
様々な意味をもつことになる。例えばある身体

●

は主体Ａにとっては父であり,Bにとってはこ
＠

の友人である，というように，事物は具体的な
主体にとってのものとしてしか定義されない。
そしてこのパースペクティヴにおいては身体

の位置は固定されているのであるから，対象は
その位置から見られたものでしかない。ある身
体はＡにとっては父でしかなく,Bにとっては
友人でしかない，というように，事物は特定の
意味に固定されて理解される。
前近代社会においても，農民は農民でしかな
く，領主や他のものへ構造変更することは原則
として不可能である。前近代社会における基本
的な法定立の手続きである「法発見」という考
え方も，この固定性を示している。それによれ
ば法は先祖代々のア・プリオリであり，自由に
定立したり改変したりすることはできない。法
の定立・改変はつねにく既にあったもの＞の（２）
「発見」という形でのみ許容されたのである。
事物が具体的かつ固定的な意味においてのみ
realなものとみなされるこということは，通
過儀礼に最もよく示される。通過儀礼において

● ● ● ●

は，身体はそれによって全く別の存在になるの
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限＞という性質が事物に付与されることは困難
である。無限性は具体的な出来事を捨象したと
ころに成立するからである。

図１に示されるように，観測者は実際には彼
の具体的な身体Ｂと，装置Ａを介して対象Ｏを

見るのであるが，ここでＡとＢがお互いの性質
を「借し合」う。すなわち「ＡはＯと合成系を
なして他の事物から切り離され,Oを一義的に
表示するという性質を,Bに与える。逆にＢは，
Ｓが自分以外の対象を観測するとき,Sにとっ
て透明であるという性質を,Aにあたえる。…
…（略）……こうしてＳはＯをありのままに知

るのであり,AとＢとはこの知識がなりたつの
に不可欠であるのにもかかわらず，知識そのも
のの中には入ってこない」〔同上,p.187]。
山本のこの説明は古典的科学に関するもので
あるが，科学的見方は日常生活における物の見
方と全く別なものではなく，むしろその厳密化
・体系化なのであるから，この説明を拡張する

ことができる。すなわち，観測者が己れの，実

際には不透明な身体で，装置の表示するものを
見ているのにすぎないように，世界を見るとい
う場合にも，それは労働者某や，具体的な私や，
農民某などのように，具体的な身体Ｂとして対
象を構成するのであり，その構成される対象の
方も役人としての他者某とか，先祖伝来のこの
土地というように，つねに具体的な意味をもつ
ものなのである。
ところが科学的観察においては，身体と装置

4．超越的パースペクティヴ

４-１事物の実体性
次に身体が社会的世界を超越するものとして，
そのパースペクティヴが回路付けられる場合を
検討しよう。これは近代社会に特有の構造であ
る。
既に述べたように，身体はつねに社会的世界
の局所性という規定を受けとるのであり，それ
はつねに世界という系の一つの項なのである。
だから実際には彼は世界の特定の位置に､t投錨”
しており，そこからしか主観的世界を構成する
ことはできない。つまり身体は特定の誰かとし
て自己を構成しており，また他者からも構成さ
れており，そうしたものとして世界やその事物

（９）を構成するのである。
それにもかかわらず，このような身体が社会

的世界を超越する身体として自己を構成し，主
観的世界を構成することができるというのは，
どのような仕掛けによるのであろうか。山本信
は，量子論以前の古典科学の思考法を次のよう
に説明する〔大森・沢田・山本１９６９〕。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ の ● ● の ● ● ●
● ■ ● ● ● ● ● ● ● Ｃ Ｄ ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● O ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ｏ

対 象 ； 装 置
●

０ : A
実体；具体的

●

； 構 浩
●

S : O

具体的§超越的
身 体 ： 身 体
B : T

: (一義性）二一（透明性)：●

●

;(一義性）二一＝（透明件)；● ●
● ■
● ●
● ●
●･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。．．．．．．．．．．.：

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｡

（〔大森・沢田・山本1969,187〕より）■-

図１ 図２
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うことが可能になる。こうして，様々な関係の
産物である対象は，能力，機能，というような
量的実体に変換される。
既に述べたように，現象からの事物の構成は，

つねにその外部地平を伴う。つまりさしあたっ
ては，他の事物との関係を背景として，又は地
として，浮かび上がってくるような具体的な事
物を構成する。例えば図３におけるＢは,A,
Ｃとの関係という外部地平を伴っている。とこ
ろが,Bがその現れとみなされるB'はそうした
具体性，すなわち外部地平による規定性をもた
ない。それゆえ，実体化とは外部地平の捨象で
あるといえる。同様の事態が，構成者の側にお
いても進行する。こうして，具体的な主体＝身
体が具体的な事物を見るということが，超越者
が実体的事物を見るという事態へと変換される。
注意すべきことは，身体の根源的な世界内属性
のために，一度の構成によって事物を実体とし
て見ることはできず，つねに具体的な事物を超
越的な実体へ変換するという，特有の操作を必
要とすることである。このような事物の構成の
仕方が，超越的パースペクティヴである。すな
わちそれは，構成者と対象的事物の双方におiナ
る具体性を捨象し，それを超越的実体へ還元す
るような，構成の仕方である。
具体的なものが超越的なものへ還元される結
果，逆に，具体的な対象を具体的な身体が構成
しているという事実は，単に偶然的なこととみ
なされるようなる。
「知覚風景をその根本的前提としながら，一

たん描かれた科学的描写はその前提を離れて,
独り歩きできるような錯覚が生じる。つまり知
覚風景をすべて消し去って，この世界の科学描

● ●

写をすれば，それがいわば真の世界描写であり，
知覚風景はいわばその二次的なうつし」〔大森
・沢田・山本，同上,p.149]に過ぎないと考

が捨象され，純粋な観察者それ自体が，対象そ
● ｡ ● ● ●

のものを見ているとみなされていた。
同様のことが，主観的世界の構成においても

成立している。すなわち，一方の見る側におい
ては，具体的身体B(図2)はその具体的意味
連関から切りとられ，その背後に透明かつ超越
的な身体Ｔが想定され,Tが見るという体制が
でき上がる。
他方対象の側では，具体的な構造O(例えば
労働者としての誰）はそのおかれている具体的
関係から切りとられて，その背後に想定される
実体Ｓと合成系をなし，実体S(例えば「個人｣）
の現われとみなされる。つまりＯは現われとし
て一義的にＳを表示するものとみなされる。
こうして，実際にはＢがＯを見ているだけで

あるのに，それはＴがＳを見ることに還元され
るのである。
このプロセスは図３のようにも示しうる。

● ● ● ● ● ●● ● ● ●

回と ＝ ｜’
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

図３

図３において,A～Ｃは具体的な関係Ｒにあ
る対象である。いまＢの背後に実体B'が想定さ

● ｅ

れると,BはB'の現れであり,B'を一義的に表
示するとみなされる。すなわちＢのＲからＢ'へ
の関係付けの置換が行なわれるのである。その
結果，関係Ｒは捨象され,B'だけを見る，とい
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えられるようになる，と大森荘蔵は述べているが，
主観的世界やその事物の構成においても事情は
同様である。身体は自らを特定の具体的存在者
としてよりも個人（という実体）とみなすよう
になり，物は量的にのみ捉えられるようになる。
従ってこのパースペクティヴにおいては，具体
的な世界のいかなる特定部分にも特に強い関心

（10）を向けないのである。

かとして，他者との系の一つの項として，具体
● ●

的に存在する身体は，つねに個人という超越的
実体の現れとして理解される。
第一に個人は，外部地平をもたない。すなわ
ち個人と系をなす項を見出すことはできない。
個人は他の全てから独立しているのである。個

● ● ● ●

人はこれから社会関係を生み出すものであり，
予めそれに組みこまれてはいないとみなされて

● ●

いる。我々はここに近代的個人の､《自由，'と
● ●蚊独立”の根拠を見出すであろう。

● ●

次に個人は相互に全く同質であるとみなされ
● ●ている。つまり個人は形式的に平等でなければ

ならないのである。
これらのことは，個人という構成物が超越的

な実体であることを指し示している。個人は互
いに同質＝平等であるから，それを関係的な原
理（例えば属性原理）で測ることはできない。
それはただ業績原理のような量的基準によって
のみ測り知ることができる。そのような量的基
準で最も重要なものは，能力であろう。ある具
体的な事柄は，様々な関係の産物であるのに，
ある個人の能力を一義的に表示するものとみな

（14）されるのである。
超越的パースペクティヴにおいて構成される
実体の均質性，量的基準は，それらの組み合わ
せにおける形式合理性の根拠として,働(苧)と● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

いうのは，形式合理性は事物の計算可能性を基
礎としているが，計算可能性は量的な事物にお
いて最も高度に保障されるからである。

４ -２事物と量

次にこの超越的実体の性質について検討しよ
う。
第一に，それは量的なものとして捉えられる。

実体化とは既に述べたように外部地平の捨象で
あるから，実体同士は存在論的に互いの差異＝
関係において理解されることはない。それゆえ
実体は質的に同一のものでなければならない。事
物を量的なものとして理解するためには，何よ

（11）りもこの前提が必要である。それによってはじ
めて実体相互の比較が可能になる。
例えば土地という事物について考えると，前

近代社会においては，各々の土地は固有の意味
連関に組みこまれたものであり，有機的な統一

（12）体の部分であった。従って純粋に量的なく土地
一般＞という観念は存在しない。それに対して

近代社会における土地は，その具体的な社会的
連関Socia lcontextにおいてではなく，面
積，産出力などの実体的な量を示すものとして
理解される。それゆえそれは，代替可能である。
近代的な土地の実体性を最もよく示すものは，
近代的土地所有権であ臺亨)近代的土地所有権は，
実体的所有権〔村上１９７９〕といわれるように，
土地の具体的な制御関係の変換に対して，不変
に保たれる。それゆえ近代的土地所有権は実体
に対して成立するものである。
主体の構成についても同様である。特定の誰

Ｉ

４-３客観性・形式性
超越的パースペクティヴをとることは，自己
の具体的な身体を捨象し，唯一の超越者として
事物を見ることである。誰もが同一の見方をす
るのであるから，ある事物は誰にとっても同一
の意味をもつ。いま客観性を観察者の変換に対
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無限性には，内包的無限性と外延的無限性が
考えられる〔竹内1979,p.166]。例えば，
時間は一方でどこまでも細かく分割でき，他方
で無限の長さをもつものとみなされる。
近代的な時間と空間の観念が無限性（内包的
・外延的）を備えていることは，いうまでもな

い。同様に，個人には無限の行為能力が付与さ
れている。前近代社会における身体の行為能力
が，伝統によって極めて限定されていたのに対
し，個人の行為にはそうした制限は原則上ない
のである。それに対応して行為の対象も，無限

(17)
の行為に対応しうる。

して事物の意味が不変であることと定義するな
ら，超越的な実体は客観性をもっている。ある
対象が美しいか否かはそれを見る身体によって
異なるが，対象の長さが１mあるということは
誰にとっても不変である。ある身体が父である
か友人であるか同僚であるかということは構成
する身体によって異なるが，ある身体が個人で
あるということは誰にとっても妥当するのであ
る。このことは事物がその具体性に依存しない
形式性において理解されるということである。（16）
これも上に述べた形式合理性と関連している。

４ - ４ 無 限 性
超越的実体は更に，無限性という性質を付与
される。
前近代社会では既に述べたように，世界は境

界によって限定された意味領域であって，その
外側にはく何もない＞，すなわちカオスがある
ことになる。カオスは際限なく続くと考えられ
るから無限であるとも言えるが，その場合には
● ● ● ● ● ● 、 ● ＠ ①

無限に何も存在しないということであり，消極
的無限の観念といわれるもの〔下村１９４４＝
1979,p.15]となる。すなわち単に限定がな
いということにすぎないのである。
それに対して，近代になってはじめて成立し

● ●

た積極的無限の観念は，ある秩序が無限に存在
● ●

すると考えるのである〔同上,p.15]。
だからこの場合には社会的世界はカオスに対

● ＠

するコスモスとみなされるのではなく，コスモ
スが無限化されるのである。
けれども，世界を具体的な意味の系として見
る限り，それはむしろ閉じた系をなし，無限に
広がるとは考えられないであろう。
それゆえ無限という観念（積極的なそれ）は，

具体的なものが超越的・均質なものに還元され
てはじめて可能になるのである。

４ - ５ 直 和 性
具体的な事物が実体に還元される場合，それ

は必ずいずれかの実体の現れとみなされなくて
はならない。実体というものが関係によって規
定されるものでない以上，このことは明らかで
ある。言い換えると，具体的な事物を要素とす
る集合が与えられたとき，その要素はいずれか

● ● ●

の実体の現れとして直和的に分割されるのであ
る。重なり合いということは許されない。こα'｜
ような構造を事物の直和性といおう。
主体についてみると，具体的な全ての行為は

● ●

いずれかの個人の行為へと直和的に分割される。
それゆえ，ある個人の行為であると同時に他の
個人の行為でもあるような具体的行為は，存在
しない。従って行為の集合は個人の行為に残り（18）
なく分割され，社会は個人の集合と理解される。
それは具体的な行為を社会関係の産物として理
解しないということである。このことは刑法に
おける近代責任理論に端的に示されき写)原則』こ
ある（犯罪)行為の責任は全面的にある個人に
あり，他の個人には，ない。具体的行為を産出
した社会的関係は単に唾酌量”されるにとどま
る。また法人組織のような近代社会に特有の組
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織形態では，その成員の行為と集合体の行為は
厳密に区別される。ある行為は私人としての成
員の行為であるか，集合体としての行為である

（釦）
かの，いずれかである。
同様に，唾物”もまた直和的に分割される。

例えば近代民法は原則として部分的な物の集合
としての集合物や，部分としての物ということ

（21）
を認めない。
社会空間の直和分割は公私の区別として近代

社会の核心をなしている。全体的な社会空間の
部分領域（会社と家庭など）相互は厳密に区別
され，その重なり合いは許されない。それゆえ
会社にいる間は社員はそれ以外の何者でもあり
えないのである。こうした事態を可能にする要
因の一つは，近代的な時間の直和性である。そ
れによって５：００までは全面的に社員であり，
５：００からは全面的にそうでないということが
可能になる。

自律的に自由な主体は原則的に無限の具体的
な事物を産出しうるのであるから，具体的な社
会関係はそのことごとくが改変可能であること
になる。物理的・社会的条件を別とすれば労働
者になることも，銀行家になることも，検事に
なることも可能である。そこにはア･プリオリ

（22）な制限はないのである。
ところが注意して見るなら，こうした具体的

な構造の自由さは，それが超越的実体の現れと
みなしうる限りのことであることが分かる。す
なわちそれらはつねにく個人の選択＞というこ
とによって説明され，正当化されなくてはなら
ないのである。従ってこうした正当化が不可能
であるような構造の存在は許容されない。それ
ゆえ，超越的実体とそれに付与される自律的自
由は近代社会の本拠地であって，その変更は許
されないのである。言い換えると自律的自由は
個人という構造をとる身体に付与される自由で
あるので，個人という構造は前提ないし，所与
なのである。従って自律的自由の下で，身体は
個人であるように強制されるのである。

４-６自律的自由
最後に具体的な事物と超越的実体の関係につ
いて述べよう。具体的な事物は超越的実体の現
れとして理解されるということは既に述べた。

● ● ●

ではその現れ方はどのように制御されるのであ
ろうか。
超越的実体が既に述べたように一切の外部地

平を伴わないものとして構成されるものである
限り，それに対して外部から何らかの秩序を割
当てることはできようがないo従ってこれから
必然的に，実体は外的なものによって一切拘束
されず，独立に秩序を定立しうる能力が付与さ
れなければならないことになる。これが近代的
な自律的自由に他ならない。自律的自由を付与
された事物が，個人である。
従って社会的な秩序は全て自律的自由に基く

● ●

主体の選択によって説明される。

5．遠近法的パースペクティヴ

身体がく世界一内一存在＞という在り方をし
ているものである限り，身体の具体的な在り方
としてのく私＞はつねに世界によって定義され
る筈であろう。身体はその都度の世界において
のみ自己の存在意味一アイデンティティー
を受け取る。それは世界の変化に応じて変異せ
ざるを得ないものである｡事物がそうしたく私＞
としての身体によって構成されるものである以
上，事物もまたその意味をその都度の世界に応
じて変化させるような，関係的定在である。
世界を地平としてそこからつねに析出されて
くるような事物の具体性を端的に了解するため

、
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「ひとが従来とは質的に別のものに『なる』とい
うこと」[Weberl922=1974,pl２２]である瞳，

(4)それゆえBergerたちのように[Berger=
Berger=Kellnerl973=1977,p､226],近代

化を「個人の解放」と理解してはならない。個人
● ●

は解放されたのではなく，近代になってはじめて
● ●

出現したのである。
(5)連帯責任の考え方は，このことに基く。〔平松
１９７６],[Weber同上〕をみよ。

(6)この上にはGewere的土地所有の体系が成立

する。この物の規定は，後述の近代的な物の規定
と対立する。

(7) [E l i ade同上] , [Weber l923=1955]を

みよ。
(8)[El iadel949=1963] , [Levi -Strauss
l962＝1976〕をみよ。

(9)[Popperl963=1980],とくに８章をみよ。
（10）「法則というものは，現象の観測者の位置に，
いいかえれば人間の占めている位置と無関係な形
で表現されねばならないということを意味してい

る。すなわち特定の観測者にとって現われる形で
はなく，宇宙のどこにいる観測者にも共通に理解
されるような形で，法則が記述されねばならない
ということになる｡」〔竹内1979,p.136]

（11）他にもいくつかの前提が要るが，ここでは略
す。〔竹内１９７１,７ff],[竹内1979,140ff]

をみよ。量概念は近代社会においてはじめて完成
した。

（12）それゆえ所有者，使用法の変換も任意にはな
しえない。〔笠松１９７９],[Bohannanl960z=
１９６７],[Mbitil969=1970],[Evans-Pr-
itchard同上〕をみよ。

（13）但しここでは水本〔1974〕らのいわゆる近代
的土地所有権論には触れない。
（14）その他に，近代的な時間と空間も，超越的実

体である。それらは以前，それらの方向に対して

には，次のようなパースペクティヴが必要であ
ろう。つまり事物の意味は世界における自己の
位置によって決定されるということ，それゆえ
それは世界の変化によって（すなわち自己の位
置の変化によって）別様でもあり得るとみなす
視角である。このような認識原理は遠近法的原（23）
理と言われる〔竹内1979,p .60]｡
重要なことは，そうしたパースペクティヴは，
世界における身体の位置の可動性を前提にして
いるということである。しかし同時にそれはく
今・ここ＞における世界や自己を否定するので
はない。むしろそれはつねに変化のための基準

（24）
点となるのである。
＜私＞が絶対的に固定され，所与化されたく

私＞でなく，他者や世界を地平として与えられ
たく私＞であることが了解されている場合には，
そうしたく私＞にとっての事物もその実体的性
格を剥離させて，世界地平へと投げ返されるこ
とになる。つまり事物はく今。ここ＞における
く私＞にとって有意味なあるものであると同時
に，他者たちによる通時的・共時的規定性を帯
びてく私＞に開示されるのである。

注
(1)「身体」「主観的世界」「パースペクティヴ」

等の用語については〔桜井１９８１〕をみよ。なお
本稿で考察するのは事物の純粋類型であり，実際
にはそれは様々な偏差においてたち現れてくる。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｡

(2)（前近代の）「人はただ神話の教えに則ること
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 。 ● ●

によってのみ，つまり神々を模倣することによっ
｡ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

てのみ真の人間となるのである」（傍点原文）
[Eliadel957=1969,p｡92]なお[Evans-
Pritchardl940=1972]を参照。
(3)Weberは同様のことを前近代的なく身分契約＞
について述べている。身分契約とは「総体的な地
位と社会的な行動様式とを変更すること」であり
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付与されていた具体的意味を全く超越した，純粋
に量的かつ均質なものである。
（15）周知のようにLukacs[1923=1968]は量化
・抽象化を近代社会における物象化と捉えた。彼

はその形式合理性に注目した。
（16）例えば近代法の形式性（法の下の平等），社

会的交換と対比しての経済的交換の形式性など。
(17）近代的所有権の全面性は，物についてこのこ
とを保障する。

(18）ここからいわゆるHobbs問題が生ずる。
(19）〔荘子１９６９〕をみよ。
(20）前近代社会の集合体では，ある行為は成員の

行為であると同時に，集合体の行為でもある。
[Weberl922=1974]をみよ。

(21）〔川島１９４９〕。この前提の下に，一物一権

主義や近代的所有権が生ずる。
(22）法の領域では「実定法」という思考がこれに

当たる。
(23）これに近い発想は此leuze=Guattari[1976
＝1977〕の「リゾーム｣,市川〔1975〕の脱中

心化」,Alexander[1966=1967]の「セミ・
ラティス」などにみられる。これらを発展させる

ことはおそらく「スターリン以後」的課題の一つ
である。
(24）このことと関連して，かつては公民権運動，
人権運動等，要するに市民あるいは個人の自由に

基いて行なわれていた女性・障害者・部落・黒人
等の解放運動が，今や世界における自己の位置に
こだわりつつあることに注意すべきである。

(*)本稿は東京大学大学院社会学研究科修士論文
（1980年度）「社会的世界の存立構造一現象学的
社会学の視角」の一部の要約である。
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